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平成 25 年税制改正 

～法人課税に関する主要な改正点(国際編)～

 

 5 月号と 6 月号では、平成 25 年度税制改正のうち法人

税に関する改正の解説を行います。6 月号では国際税務

に関する改正を取り上げます１。 

 

 

1. はじめに 

 

 国際税務では、外国子会社合算税制に関し無税国に所

在する特定外国子会社が第三国で課された税について生

じていた二重課税状態が解消されました。 

 また、移転価格税制に関しては、独立企業間価格を算定

するための方法の一つである取引単位営業利益法におい

て、利益指標としてベリー比を導入することが認められまし

た。 

 この他、法人税ではありませんが、国際税務に関して

は、日本国籍を有しない相続人等に対する相続税の課税

対象が拡大されたことも注目に値します。 

 

2. 外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)に

基づく所得合算における二重課税排除 

 

(1) 改正前の制度の概要 

 

 内国法人が、グローバル規模で事業活動を展開すると

き、当該内国法人の国外の支店等に係る所得について外

国政府から課税を受けている場合があります。しかし、当

該内国法人は、我が国からも、全世界所得に対して課税さ

れますから、当該国外の支店等が稼得した所得に対して、

二重課税の問題が生じます。そこで、我が国の法人税法

では、このような問題を解消するため外国税額控除制度が

設けられており、内国法人は、外国で支払った税額分を日

本の法人税額から控除することで、国際的二重課税の排

除を図ることが可能です。(法法 69 条、法法令 141 条)。 

 

 この際、外国税額控除額は、下記の式により算出される

金額(外国税額控除限度額)を限度とします(法法 69 条 1

項、法法令 142 条 3 項)。 

 

法人税額×(国外所得金額－非課税国外所得金額)／全

世界所得金額=外国税額控除限度額 

 

 上記の二重課税発生の可能性は、内国法人が無税国や

低税率国(いわゆるタックスヘイブン)に子会社を有して、そ

の子会社が事業活動を行う場合であっても同じです。 

 すなわち、外国関係会社が次の①②のいずれかの要件

に該当する場合に、当該外国関係会社(特定外国子会社

等(CFC(=Controlled Foreign Company)ということもありま

す。)に係る所得は、外国子会社合算税制の適用を受け、

日本に所在する親会社である内国法人の課税所得金額

の計算上、益金とされ、課税の対象となります(租特法 66

条の 6、租特令 39 条の 14 第 1 項 2 項)。 

① 税が存在しない国又は地域(無税国等)に本店又は主

たる事務所を有する場合(無税国等に所在する特定

外国子会社等) 

② 外国関係会社の各事業年度の所得に対して課され

る｢租税の額｣２が当該所得の 20％以下である場合 

 この場合、特定外国子会社等が本店所在地国及び本店

所在地国以外の国で納税した外国法人税(法法 69 条 1

項)は、親会社である内国法人が納めた税額とみなされ、

外国税額控除によって、国際的二重課税の排除を図るこ

とが可能です(租特法 66 条の 7 第 1 項、租特令 39 条の

18)。この場合の外国税額控除限度額の計算においては、

親会社の課税所得金額の計算上益金とされた額が国外

所得金額とみなされて、上記外国税額控除限度額の算定

式の分子に算入されることとなります(法法令 142 条 3 項、

租特令 39 条の 18 第 9 項本文)。 

 しかし、①の無税国等に所在する特定外国子会社等に

係る益金算入額については、上記外国税額控除限度額の

算定式上、非課税国外所得として国外所得金額に算入さ

れる額から除外されていたことから、当該特定外国子会社 
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等の合算所得に対応する益金算入額については、外国税

額控除を受けることができませんでした(法法令 141 条 3

項 3 号、租特令 39 条の 18 第 9 項但書)。 

 つまり、上記の外国税額控除制度による二重課税の排

除の適用を受けられるのは、②の場合の外国関係会社に

限られていたことになります。 

 そのため、特に、下記の表でいう Y 国において A 社が負

担していた税額について、二重課税の問題が生じたままに

なっていました。 

 

(2) 改正の概要 

 

 そこで、本年度の改正によって、外国税額控除限度額の

計算上、無税国等に所在する特定外国子会社等が、その

本店所在地国以外の国又は地域において課税を受ける場

合には、当該特定外国子会社等の合算所得に係る益金算

入額についても、外国税額控除限度額の算出式の国外所

得金額の中に含められることになりました(新租特令 39 条

の 18 第 9 項但書)。 

 

 
 

(川田剛｢平成 25 年度・国際課税分野の改正見込み事項｣国際税務 33

巻 2013 年 3 月号 64 頁の図に修正を加えたもの) 

 これにより、無税国に所在する特定外国子会社につい

て、他の第三国で納付した外国法人税がある場合で、外

国子会社合算税制が適用された場合でも、外国税額控除

による二重課税の排除が可能になりました。 

 

3. 移転価格税制におけるベリー比の導入 

 

 国際的な親子関係にある会社間で、非正常対価での取

引がされた場合に、その取引を独立当事者間価格で行わ

れたものとして、通常の価格での収益を認識する制度であ

る移転価格税制(租特法 66 条の 4)では、独立企業間価格

をどのように算定するかが問題となります。今年度の改正

では、その算定の方法として法令が定めるものの一つであ

る取引単位営業利益法(問題となる取引に係る営業利益

の水準と通常の取引として比較が可能な取引の営業利益

の水準を比較する方法)において、営業利益の水準として

ベリー比(売上総利益を営業費用で割った利益率)が法令

上規定されることとなりました(新租特令 39 条の 12 第 8

項 4 号 5 号、12 項 4 号 5 号)。 

 この改正が行われた理由としては、OECD 移転価格ガイ

ドラインでは、ベリー比が導入され、国際ルール上も容認さ

れていた利益水準の指標であるところ、日本では法令上、

その利用による算定方法を認めていなかったため、相互

協議の場面において交渉が難航する等の問題が生じてい

たことが挙げられています。 

 ベリー比による算定基準は、関連者間取引の中で、当該

内国法人の果たす機能の価値が売上ではなく営業費用に

比例し、かつ製造機能など他の重要な機能を遂行していな

い場合、例えば、商社等の販売サービス活動に係る利益

率を検証する場合に有効な利益水準の指標であると考え

られていますが、商社以外の会社でも、移転価格課税の

問題が生じたとしても、検証に耐えうるような価格設定を行

うために、どのような取引形態の場合には、ベリー比を用

いた価格設定を行うべきかという角度からの検討も改めて

必要になってくるものと思われます。 

 

4. 日本国籍を有しない相続人に対する課税 

 

(1) 改正前の制度の概要 

 

 相続税及び贈与税の納税義務者は①居住無制限納税

義務者②非居住無制限納税義務者③制限納税義務者に

区分されます。①②は無制限、すなわち、相続又は贈与に

係る国内財産及び国外財産全てが課税対象となっていま

す。

＜日本＞ 

税率 

25.5％ 

合算所得 

税 

100

25.5

日本企業 

＜X 国＞ 

無税国 

A 社 
(CFC) 

＜Y 国＞ 

税率 

50％ 
PE 

所得 20 
税 0 

所得 80 

税 40 

トータルの税負担 

65.5 

日本 25.5
Y 国 40

○ 具体例 

改正前 
無税国に所在する CFC に係る合算所得について外税控除の限度額の設定

がないため二重課税が発生 

○ 合算所得 100 

○ 合算所得に 

 対する税負担 65.5 

日本 25.5 
Y 国 40 

二重課税 

 
【外税控除の限度額】 

法人税 25.5 × 

国外所得 100 － 
非課税

国外所得

全世界所得  100

＝ ゼロ 

改正後 

無税国に所在する CFC であっても、CFC 所在地国以外から得る所得につき一定の税負担が

ある場合には外税控除の限度額の設定をすることにより二重課税を排除 

○ 合算所得 100 

○ 合算所得に 

 対する税負担 40 

日本 0 (25.5 － 25.5) 
Y 国 40 

二重課税なし 

 
【外税控除の限度額】 

法人税 25.5 × 

国外所得 100 － 
非課税

国外所得

全世界所得  100

＝ 25.5 

外税控除 
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 これに対し、③は制限、すなわち、国内財産のみが課税

対象となります(相法 1 条の 3、1 条の 4、2 条、2 条の 2)。 

 ここで、国内に住所を有する被相続人又は贈与者 (被相

続人等) から、相続又は贈与(遺贈を含む。以下同じ。)に

より財産を取得した者(相続人等)のうち、日本国籍を有し

ない者の場合には、③として、下記表にあるとおり、国外財

産については課税対象となっていませんでした。 

 

(2) 問題点 

 

 しかし、相続人等が国外に居住している場合において、

その相続人等が日本国籍を有するときは、国外財産につ

いても課税されるのに対し、日本国籍を有しないときは課

税されないことから、子や孫等に外国籍を取得させること

によって、国外財産への課税を免れる租税回避事例が報

告されていました。 

 

(3) 改正の概要 

 

 そこで、本年度の改正によって、日本国内に住所を有し

ない個人で日本国籍を有しない相続人等が、日本国内に

住所を有する被相続人等から相続又は贈与により取得し

た国外財産について、相続税又は贈与税の課税対象とさ

れました。 

 ただし、これは当該相続又は贈与に係る被相続人等が

相続開始又は贈与の時点で日本国内に住所を有していた

場合に限られます(新相法 1 条の 3、1 条の 4)。 

 この改正は、平成 25 年 4 月 1 日から適用(改正法附則

11 条)されているため、それ以後に、日本国籍を有さず、日

本国内に住所を有しない相続人等が相続又は贈与による

財産の移転を受ける場合のように、一見日本との関係が

薄いと思った場合でも、課税を受ける可能性があるのでご

留意下さい。 

 

【相続税・贈与税の納税義務の範囲(改正前)】 
相続人

受贈者

被相続人 

贈 与 者 

国内に

居住 

国外に居住 

日本国籍あり 日本

国籍

なし 

5 年以内に国

内に住所あり 

左記

以外

国内に居住 

国外財産 

国内財産 
ともに課税 

 
国内財

産のみ

に課税国外に

居住 

5 年以内に国

内に住居あり

上記以外 
  

(注) 上図の破線内は、米英独仏等においては国外財産にも課税。 

(平成 24 年 11 月 14 日配布税制調査会資料に修正を加えたもの) 

 

以 上 

 

                                                 
１
  本稿では、法令については以下のとおり略記します。法人税法⇒

法法、法人税法施行令⇒法法令、租税特別措置法⇒租特法、租

税特別措置法施行令⇒租特令、相続税法⇒相法、相続税法施行

令⇒相法令。なお、｢新｣と付く場合は、平成 25 年度改正後の規定

を指します。 
２
  なお、ここでの｢租税の額｣は、第三国にある当該外国関係会社の

負っている税負担も加算して 20％以下かどうかが実質的に判断さ

れることになるので、②の場合、負担の割合によっては特定外国

子会社等とはならず、そもそも外国子会社合算税制の適用がない

場合もありえます。 


